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平成平成平成平成 22227777 年３月年３月年３月年３月    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

 

 

 

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

 

平成 12 年４月に施行された介護保険制度は約 15 年が経過し、高齢者を社会全体で支援

する仕組みとして定着してきました。 

介護保険制度が施行された平成12年当時、約900万人だった75歳以上の後期高齢者は、

現在 1400 万人になっており、国の試算では、団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年に

は 2000 万人を超えると見込まれています。市の住民基本台帳よる平成 26 年 10 月現在の高

齢化率は 30.0％であり、国の全国平均の推計値と比べ、高齢化が進んでいる状況にありま

す。今後、身体機能の低下や認知症などにより、何らかの支援を必要とする高齢者がます

ます増加していくことが見込まれることから、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が

できるよう、老人福祉計画および介護保険事業計画の一体的な見直しを行ったものです。 

 

２２２２    計画期間計画期間計画期間計画期間    

 

平成 27 年度（2015 年）～平成 29 年度（2017 年） 

 

 

 

１１１１    人口人口人口人口、、、、高齢者数高齢者数高齢者数高齢者数のののの推移推移推移推移    

 

人口・高齢者数・高齢化率 （単位：人、％） 
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計画計画計画計画のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方        

 

現状現状現状現状        

豊岡市老人福祉計画・第６期介護保険事業計画 

（概要版） 

住民基本台帳 

（各年度 10月１日現在） 
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２２２２    介護度別認定者数介護度別認定者数介護度別認定者数介護度別認定者数とととと要支援要支援要支援要支援・・・・要介護認定率要介護認定率要介護認定率要介護認定率のののの推移推移推移推移    

 

要支援・要介護度別認定者数（第２号被保険者を含む） 

531 586 614 639 705 736
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介護保険状況報告（各年度９月月報） 

 

 

要支援・要介護認定率の推移 
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※上記の認定率は、要支援・要介護認定者数（第２号被保険者含む）÷第１号被保険者数で計算しています。 

豊岡市集計 

 



 

 
- 3 - 

 

 

    

１１１１    人口人口人口人口・・・・高齢者数高齢者数高齢者数高齢者数のののの推計推計推計推計    

 

人口・高齢者数・高齢化率の推計 
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豊岡市推計：各年度 10 月 1 日現在の住民基本台帳データを基にコーホート要因法

※

により推計 

※コーホート要因法…年齢別人口の加齢に伴って生ずる年々の変化をその要因(死亡、出生、および人口移動)ごとに計算して将来

の人口を求める方法 

 

 

２２２２    要支援要支援要支援要支援・・・・要介護認定者数要介護認定者数要介護認定者数要介護認定者数のののの推計推計推計推計    

 

要支援・要介護認定者数（第２号被保険者含む） 
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                            豊岡市推計（平成 26 年度は介護保険事業報告 平成 26 年９月分） 

将来推計将来推計将来推計将来推計    
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１１１１    基本理念基本理念基本理念基本理念    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    基本目標基本目標基本目標基本目標    

第６期計画では、基本理念の実現に向けて、次の３つの基本目標を掲げ、総合的な施策

の展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなでみんなでみんなでみんなで支支支支ええええ合合合合いいいい    笑顔笑顔笑顔笑顔あふれるあふれるあふれるあふれる    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

基本目標基本目標基本目標基本目標    １１１１    

高齢者高齢者高齢者高齢者がいきいきがいきいきがいきいきがいきいき暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる    

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

 

 地域で支え合いながら、高齢者の積極

的な社会参加、生きがいづくりを促進す

るとともに、安全で快適な生活環境づく

りを推進し、高齢者がいきいき暮らせる

まちづくりを進めます。 

基本目標基本目標基本目標基本目標    ２２２２    

高齢者高齢者高齢者高齢者がががが健健健健やかにやかにやかにやかに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる    

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

 

 いつまでも健康で自立した生活が送

れるよう、保健・福祉・医療の連携のも

と、介護予防事業などの地域支援事業の

積極的な推進を図り、高齢者が健やかに

暮らせるまちづくりを進めます。 

基本目標基本目標基本目標基本目標    ３３３３    

高齢者高齢者高齢者高齢者がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる    

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

 

 介護保険サービスの提供体制の確保、

サービスの質の向上を図り、たとえ介護

を必要とする状態となった場合でも、高

齢者が安心して暮らせるまちづくりを

進めます。 

基本理念基本理念基本理念基本理念・・・・基本目標基本目標基本目標基本目標・・・・重点施策重点施策重点施策重点施策        
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３３３３    重点施策重点施策重点施策重点施策    ～～～～地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの推進推進推進推進～～～～    

 

地域包括ケアシステムは、「重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が

一体的に提供される仕組み」のことで、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）

を目途に作りあげようというものです。 

 

市においては、 

 

・元気なうちは就労、ボランティア活動・趣味などの生きがい活動や社会参加を行うとと

もに、介護予防を行いながら、健康寿命

※1

を延ばす 

・在宅医療、在宅介護を充実させ、また、地域で支え合うことで、少しでも長く住み慣れ

た地域や自宅で生活する 

 

ことのできる地域社会の構築を目指すこととし、 

 

①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、③地域ケア会議の推進、 

④生活支援の充実・強化 

 

を核とし、各種事業・サービスを相互に関連付け一体的に実施し、市と市民・関係機

関・事業者等が目標を共有しながら、各圏域に適合した「地域包括ケアシステム」の構

築を目指します。 

 

 

 

※健康寿命：人が健康で自立した生活を送ることができる年数 

介護予防・日常生活支援総合

事業のガイドライン（案）より 
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介護保険介護保険介護保険介護保険サービスサービスサービスサービス体系表体系表体系表体系表    

 

    介護給付介護給付介護給付介護給付をををを行行行行うサービスうサービスうサービスうサービス    予防給付予防給付予防給付予防給付をををを行行行行うサービスうサービスうサービスうサービス    
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  ◎居宅サービス 
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他他他他    

    

※１ 小規模な通所介護（定員 18 人以下）の指定が県から市に移譲される。(平成 28 年４月１日～) 

※２ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施により、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は市で多様なサ

ービスとして独自に指定を行い、地域支援事業として実施される。（平成 27 年４月１日～） 

※３ 宅介護支援事業者の指定が県から市に移譲される。(平成 29 年４月１日～) 

 

介護保険介護保険介護保険介護保険サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実        

◎介護予防支援 

◎地域密着型サービス 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

◎地域密着型介護予防サービス 

・介護予防認知症対応型通所介護 

・介護予防小規模多機能型居宅介護 

・介護予防認知症対応型共同生活介護 

・住宅改修費 

・特定入所者介護サービス費給付 

・高額介護サービス費給付 

・高額医療合算介護サービス費給付 

【訪問サービス】 

・訪問介護 

・訪問入浴介護 

・訪問看護 

・訪問リハビリテーション 

・居宅療養管理指導 

【通所サービス】 

・通所介護 ※１ 

・通所リハビリテーション 

【短期入所サービス】 

・短期入所生活介護 

・短期入所療養介護 

・特定施設入居者生活介護 

・福祉用具貸与 

・特定福祉用具購入 

◎施設サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・介護療養型医療施設 

◎居宅介護支援 

 ※３ 

【訪問サービス】 

・介護予防訪問介護 

 ※２ 

・介護予防訪問入浴 

介護 

・介護予防訪問看護 

・介護予防訪問リハビ

リテーション 

・介護予防居宅療養 

管理指導 

・介護予防特定施設入居者生活介護 

・介護予防福祉用具貸与 

・特定介護予防福祉用具購入 

【通所サービス】 

・介護予防通所介護 

           ※２ 

・介護予防通所リハビリ

テーション 

【短期入所サービス】 

・介護予防短期入所 

生活介護 

・介護予防短期入所 

療養介護 

・地域密着型通所介護 

        ※１ 

・介護予防訪問介護（相当サービス等） 

・介護予防通所介護（相当サービス等） 

           ※２ 

・介護予防地域密着型通所介護 

           ※１ 

◎居宅介護支援 

 ※３ 
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１１１１    介護保険介護保険介護保険介護保険事業事業事業事業のののの負担割合負担割合負担割合負担割合    

((((１１１１))))    保険保険保険保険給付給付給付給付費費費費    

 

介護保険は、社会全体で支え合う制度であり、原則として保険給付に要する費用の約半

分を公費で負担し、残りを第 1 号被保険者（65 歳以上）、第 2 号被保険者（４０歳以上６

５歳未満）からの保険料で負担する仕組みとなっています。 

第 1 号被保険者と第 2 号被保険者の保険料の負担割合は、被保険者の比率等に基づいて

国の政令で定められ、平成 27 年度からの第６期計画の期間においては、第 1 号被保険者が

22.0％、第 2 号被保険者が 28.0％となります。（※第５期計画の期間の負担割合：第 1 号

被保険者 21.0％、第 2 号被保険者 29.0％） 

ただし、国負担分 25％のうち 5％相当分については、75 歳以上の高齢者や所得階層区分

の割合を勘案して、市町村ごとに調整され調整交付金として交付されます。 

第１号被保険者

22.0%

第２号被保険者

28.0%

国負担

25.0%

県負担

12.5%

市負担

12.5%

 

 

((((２２２２))))    地域支援事業費地域支援事業費地域支援事業費地域支援事業費    

 

①介護予防・日常生活支援総合事業 

50.0％を公費で、残りの 50.0％を第 1 号被保険者と第 2 号被保険者の保険料で負担

します。（第 1 号被保険者負担割合：22.0％） 

 

②包括的支援事業費・任意事業費 

78.0％を公費で、残りの 22.0％を第 1 号被保険者の保険料で負担します。 

 

    介護予防・日常生活支援総合事業       包括的支援事業費・任意事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第１１１１号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者のののの保険料保険料保険料保険料のののの確保確保確保確保        

第１号被保険者

22.0%

第２号被保険者

28.0%

国負担

25.0%

県負担

12.5%

市負担

12.5%

第１号被保険者

22.0%

国負担

39.0%

県負担

19.5%

市負担

19.5%
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２２２２    標準給付費標準給付費標準給付費標準給付費およびおよびおよびおよび地域支援事業費地域支援事業費地域支援事業費地域支援事業費のののの推計推計推計推計    

 

介護保険事業を運営するために必要となる費用は、介護給付費、予防給付費、審査支払

手数料、地域支援事業に要する費用などから構成されます。 

第６期の計画期間において必要な介護保険事業の費用の推計は、過去の給付実績、介護

報酬の改定（2.27％減）、サービス基盤の整備等から次のとおりとしています。 

 

〔標準給付費〕〔標準給付費〕〔標準給付費〕〔標準給付費〕                                                                                                                                                                            （単位：千円） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 合計 

標準給付費見込額 7,802,481 8,021,468 8,182,330 24,006,279 

 総給付費 7,308,747 7,536,244 7,672,591 22,517,582 

 特定入所者介護サービス費等給付額 338,124 322,319 330,949 991,392 

 高額介護サービス費等給付額 132,500 139,100 154,000 425,600 

 高額医療合算介護サービス費等給付額 17,800 18,540 19,300 55,640 

 算定対象審査支払手数料 5,310 5,265 5,490 16,065 

 

 

地域支援事業の事業費は次のとおりとしています。なお、これまで地域支援事業の事業

費は介護給付費見込額の３％を上限とされていましたが、制度改正に伴い「介護予防・日

常生活支援総合事業」と「包括的支援事業・任意事業」それぞれで上限額が定められます。 

    

    〔地域支援事業費〕〔地域支援事業費〕〔地域支援事業費〕〔地域支援事業費〕                                                                                                                                                                    （単位：千円） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 合計 

地域支援事業費見込額 387,381 504,066 548,746 1,440,193 

 介護予防・日常生活支援総合事業 206,320 323,267 368,791 898,378 

 包括的支援事業・任意事業 181,061 180,799 179,955 541,815 
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３３３３    介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料のののの推計推計推計推計    

((((１１１１))))    介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料のののの推計推計推計推計    

    

第 1 号被保険者の保険料は、次の計算式により算出しています。 

 

〔保険料基準額の推計〕         （平成 27 年度から平成 29 年度までの合計） 

A 標準給付費見込額 24,006,278,852 円 

B 地域支援事業費見込額 1,440,193,000 円 

C 第 1 号被保険者負担分相当額 5,598,223,807 円 

D 調整交付金相当額 1,200,313,943 円 

E 調整交付金見込額 1,674,726,000 円 

F 財政安定化基金拠出金見込額 円 

G 財政安定化基金償還金 円 

H 

準備基金取崩額

 

（平成 26年度末時点の準備基金の残額 100,494,000 円） 

50,000,000 円 

I 市町村特別給付費等 円 

J 市町村相互財政安定化事業負担額 円 

K 市町村相互財政安定化事業交付額 円 

L 保険料収納必要額 C+(D-E)+F+G-H+I+J-K 5,073,811,750 円 

M 予定保険料収納率 98.5% 

N 所得段階別加入割合補正後被保険者数 76,196 人 

O 保険料基準額（年額） L÷M÷N 67,603 円 

P 保険料基準額（月額） O÷12 ヶ月 5,634 円 

 

    

((((２２２２))))    介護保険料基準額介護保険料基準額介護保険料基準額介護保険料基準額（（（（月額月額月額月額））））    

    

第６期の計画期間における介護保険料基準額(月額)は、次のとおりです。 

 

 

≪参考≫ 第５期保険料基準額（月額） ４，８３０円 

 

５，６３４５，６３４５，６３４５，６３４円円円円 
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((((３３３３))))    所得段階別所得段階別所得段階別所得段階別保険料保険料保険料保険料    

    

第 1 号被保険者の所得段階別の保険料は次のとおりです。 

市では、より負担能力に応じた保険料負担とするため、所得段階区分を第５期と同じ

10 段階とします。（国は９段階） 

                                       （単位：円）  

所得段階 年額 

月額 

（月平均） 

第１段階（基準額×0.50） 

33,802 2,817 

 

・生活保護受給者 

・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 

・住民税非課税世帯合計所得金額+課税年金収入額が 80 万円以下の方 

第２段階（基準額×0.70） 

47,323 3,944 

 

住民税非課税世帯で本人の合計所得金額+課税年金収入額が 80 万円を超え 120 万円以下の方 

 

第３段階（基準額×0.75） 

50,703 4,226 

 

住民税非課税世帯で本人の合計所得金額+課税年金収入額が 120 万円を超える方 

 

第４段階（基準額×0.90） 

60,843 5,071 

 

住民税課税世帯で本人が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が 80 万円以下の方 

 

第５段階（基準額×1.00） 

67,603 5,634 

 

住民税課税世帯で本人が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が 80 万円を超える方 

 

第６段階（基準額×1.20） 

81,124 6,761 

 

本人が住民税課税で合計所得金額が 120 万円未満の方 

 

第７段階（基準額×1.25） 

84,504 7,042 

 

本人が住民税課税で合計所得金額が 120 万円以上、190 万円未満の方 

 

第８段階（基準額×1.50） 

101,405 8,451 

 

本人が住民税課税で合計所得金額が 190 万円以上、400 万円未満の方 

 

第９段階（基準額×1.70） 

114,926 9,578 

 

本人が住民税課税で合計所得金額が 400 万円以上、600 万円未満の方 

 

第 10 段階（基準額×1.75） 

118,306 9,859 

 

本人が住民税課税で合計所得金額が 600 万円以上の方 
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((((４４４４))))    介護保険介護保険介護保険介護保険のののの第第第第１１１１号保険料号保険料号保険料号保険料のののの低所得者軽減強化低所得者軽減強化低所得者軽減強化低所得者軽減強化 

 

介護給付費の５割は公費で賄われていますが、低所得の高齢者の保険料軽減を強化する

ため、別枠で公費が充てられます。 

 

①平成２７年４月から 

 市民税非課税世帯のうち、特に所得の低い方を対象とした軽減強化を実施。 

     

 介護保険料基準額に対する割合 

保険料（年額） 

（下段は月平均） 

第１段階 現行 ０．５ → ０．４５ 

現行 33,802 円   → 30,422 円 

（現行  2,817 円   →  2,536 円） 

 

 

②平成２９年４月から 

 市民税非課税世帯全体を対象とした軽減強化を実施（予定）。 

     

 介護保険料基準額に対する割合 

保険料（年額） 

（下段は月平均） 

第１段階    ０．４５ → ０．３０ 

30,422 円  →   20,281 円    

（ 2,536 円  →    1,691 円）  

第２段階 現行 ０．７０ → ０．４５ 

現行 47,323 円 → 30,422 円    

（現行  3,944 円 →  2,536 円） 

第３段階 現行 ０．７５ → ０．７０ 

現行 50,703 円 → 47,323 円    

（現行  4,226 円 →  3,944 円） 
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